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定款の一部変更（方針）に関するお知らせ 

 

当社は、2015 年７月 14 日の取締役会において、第 114 回定時株主総会（2016 年２月開

催予定）に定款の一部変更案を付議する方針を決定しましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

記 

１．定款の変更方針の理由について 

単元未満株式買増制度導入に伴い、会社法第 194 条第 1 項の規定に基づき、単元未満株

式の買増しを新設し、これに合わせて現行定款の規定の表現を一部変更するものです。 

 

２．単元未満株式買増制度の導入について 

（1）導入の理由 

単元未満株式を保有されている株主様は当社に対し単元未満株式の買取りを請求する

ことができますが、今般、単元未満株式を所有されている株主様の選択肢の複線化を図る

ことを目的として単元未満株式の買増制度を導入するものです。 

（2）買増制度の内容 

単元未満株式を保有されている株主様が、当社に対して、その保有する単元未満株式と

併せて 1単元となる数の株式を売り渡すこと請求し、これを買い増すことができる制度で

す。 
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